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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（１）で表される化合物（Ａ）１０～６０質量部、下記一般式（２）で表さ
れる化合物（Ｂ）３０～８０質量部、および下記一般式（３）で表される化合物（Ｃ）３
～３０質量部よりなる液晶性単量体と、重合調節剤とを含有してなる光重合性液晶組成物
に対し、紫外線による光重合処理およびこれに続く加熱重合処理が行われることにより得
られる共重合体よりなることを特徴とする高分子製光学的ローパスフィルター。
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【化１】

【請求項２】
　高分子製光学的ローパスフィルターの像分離量をＤ（μｍ）、ヘイズ値をＨ（％）とし
たときにＨ／Ｄ（％／μｍ）で定義される規格化ヘイズ値が、０．１５以下であることを
特徴とする請求項１に記載の高分子製光学的ローパスフィルター。
【請求項３】
　下記一般式（１）で表される化合物（Ａ）１０～６０質量部、下記一般式（２）で表さ
れる化合物（Ｂ）３０～８０質量部、および下記一般式（３）で表される化合物（Ｃ）３
～３０質量部よりなる液晶性単量体と、重合調節剤とを含有してなる光重合性液晶組成物
に対し、紫外線による光重合処理およびこれに続く加熱重合処理を行うことにより、光学
的ローパスフィルターを構成する共重合体を得ることを特徴とする高分子製光学的ローパ
スフィルターの製造方法。

【化２】

【請求項４】
　光重合処理における光重合性液晶組成物の重合転換率が３０～８０質量％であることを
特徴とする請求項３に記載の高分子製光学的ローパスフィルターの製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＣＣＤ素子（電荷結合素子）、ＭＯＳ素子（金属－酸化物－半導体
素子）などよりなる撮像素子を始めとする光像処理装置に好適に用いられる光学的ローパ
スフィルターに関し、特に複屈折型の高分子製光学的ローパスフィルターおよびその製造
方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＣＣＤ素子やＭＯＳ素子などよりなる撮像素子を用いた撮像光学系においては
、被写体光の高空間周波数成分を制限し、擬似信号の発生に伴う被写体による光とは異な
る色光成分を除去するために、光学的ローパスフィルターが用いられている。
　従来において、かかる光学的ローパスフィルターとしては、複屈折物質中における常光
線と異常光線との分離による光学的ローパス特性を利用した、例えば水晶などによる複屈
折型のものが多く使用されている。
【０００３】
　而して、複屈折型の光学的ローパスフィルターにおいて、目的とする空間遮断周波数を
得るためには、常光線と異常光線との変位距離の設定が重要である。
　常光線と異常光線との変位距離Ｓは下記の数式（１）により表される（「結晶光学」ｐ
１９８：森北出版）。
【０００４】
【数１】

【０００５】
　この数式（１）から明らかなように、一定の大きさの変位距離Ｓを有する光学的ローパ
スフィルターにおいては、当該光学的ローパスフィルターを構成する材料が、屈折率の異
方性（ｎe －ｎo ）の程度が大きく、被写体光線の入射面の法線と当該光学的ローパスフ
ィルターの光軸（遅相軸）とのなす角度（以下、「配向角」ともいう。）ψの大きさが４
５度またはその近傍のものである場合に、当該光学的ローパスフィルターは厚みが小さい
ものとなる。
　従って、複屈折型の光学的ローパスフィルターであって小型化のものを得るためには、
光学的ローパスフィルターの基材として、屈折率の異方性が大きく、配向度が４５度また
はその付近にあるものを用いることが望ましい。
【０００６】
　従来、光学的ローパスフィルターの基材の一つとして、水晶板が用いられている。この
水晶板は、水晶の単結晶を合成し、これに切削加工、研磨加工などの後加工を施すことに
より得られるものであるが、水晶の単結晶の合成およびその後加工には、それぞれ多大な
時間と労力が必要である。しかも、水晶板は、屈折率の異方性がおよそ９×１０-3と小さ
いものであるので、所定の空間遮断周波数を有するものとするためには、水晶板の厚さを
１～２ｍｍと相当に大きくすることが必要となり、その結果、光学的ローパスフィルター
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【０００７】
　また、屈折率の異方性が大きい材料としては、方解石、ルチルなどが知られているが、
これらは水晶と同様に無機材料であるため、単結晶の合成、後加工などに多大の時間と労
力を要する問題がある。
【０００８】
　一方、有機材料、特に高分子材料を用いると、これに延伸処理を行うことによって複屈
折性を有するフィルムを得ることができる。しかしながら、光学的に均一なフィルムが得
られる延伸条件下では、水晶以上に高い複屈折性を有するものを得ることが困難であり、
また、配向角を自由に設定することができず、実際上ほぼ０度に固定される、という問題
点がある。
【０００９】
　更に、液晶性を有する液晶性単量体を用い、当該単量体の液晶分子を配向させた状態で
重合させて硬化させることにより、複屈折性を有する重合体フィルムを得る方法が提案さ
れている（例えば、特許文献１～４）。
【００１０】
　しかしながら、このような方法によって実際に得られるフィルムは、複屈折特性の点で
は満足すべきものであっても、殆ど不可避的に透明性が低いものとなってしまう、という
問題点があり、そのために当該フィルムを光学装置に適用する場合に大きな制約が伴い、
結局、水晶に匹敵する光学的ローパスフィルターを得ることができない。
【００１１】
　以上の問題点について本発明者らがその原因を究明する研究を重ねたところ、高い透明
性を有する重合体フィルムが得られない理由の一つとして、液晶分子を配向させた後の重
合反応において、単量体分子間に結合が形成されることに伴い、生成される重合体分子お
よびその周囲の単量体分子の配向状態が乱れたものとなってしまうことが挙げられる、と
いう結論が得られるに至った。
【００１２】
【特許文献１】特開平５－２１５９２１号公報
【特許文献２】特開平８－１２２７０８号公報
【特許文献３】特開平８－２８３７１８号公報
【特許文献４】特開２０００－１７８２３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、以上の事情を背景としてなされたものであって、その目的は、優れた複屈折
性と、十分に高い透明性を有する高分子製光学的ローパスフィルターおよびその製造方法
を提供することにある。
 
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターは、下記一般式（１）で表される化合物（
Ａ）１０～６０質量部、下記一般式（２）で表される化合物（Ｂ）３０～８０質量部、お
よび下記一般式（３）で表される化合物（Ｃ）３～３０質量部よりなる液晶性単量体と、
重合調節剤とを含有してなる光重合性液晶組成物に対し、紫外線による光重合処理および
これに続く加熱重合処理が行われることにより得られる共重合体よりなることを特徴とす
る。
 
【００１５】
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【化１】

【００１６】
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターにおいては、当該高分子製光学的ローパス
フィルターの像分離量をＤ（μｍ）、ヘイズ値をＨ（％）としたときにＨ／Ｄ（％／μｍ
）で定義される規格化ヘイズ値が、０．１５以下であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターによれば、ヘイズ値がきわめて小さく、非
常に高い透明性が得られる。これは、光重合性液晶組成物が重合調節剤を含有するもので
あるために、光重合性液晶組成物の液晶分子を配向させた状態で光重合および加熱重合を
行って硬化させると、光重合処理においては重合反応が十分に進行されずに重合転換率が
適度の範囲に止められ、この光重合処理において生成された配向状態のメソゲンに規制さ
れた状態で、残余の重合性成分が加熱重合処理により重合されるので、生成される重合体
は、分離幅の大きい、きわめて優れた複屈折性を有するものとなると共に、配向メソゲン
により配向の乱れが小さく抑制されるためである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の高分子製光学的ローパスフィルターについて、具体的に説明する。
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターは、上記一般式（１）で表される化合物（
Ａ）１０～６０質量部、上記一般式（２）で表される化合物（Ｂ）３０～８０質量部、お
よび上記一般式（３）で表される化合物（Ｃ）３～３０質量部よりなる液晶性単量体と、
重合調節剤とを含有してなる光重合性液晶組成物により得られる共重合体（以下、「特定
の液晶共重合体」ともいう。）よりなるものである。
【００１９】
　上記一般式（１）においてｎは３～７の整数を表し、上記一般式（２）においてｍは３
～６の整数を表し、上記一般式（３）においてｐは１～３の整数を表す。
【００２０】
　光重合性液晶組成物の液晶性単量体成分を構成する化合物（Ａ）および化合物（Ｃ）は
、例えば室温またはその付近の温度において液晶相を示す単官能アクリレートである。
【００２１】
　化合物（Ａ）の代表的な具体例およびその液晶の相転移温度を下記式（ａ），（ｂ）に
示す。
【００２２】
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【化２】

【００２３】
　上記式（ａ），（ｂ）において、シクロヘキサン環はトランスシクロヘキサン環を表し
、相転移スキームのＣＲは結晶相、ＮＥはネマチック相、ＩＳは等方性液体相を表し、温
度は相転移温度を表す。
　化合物（Ａ）としては、特に式（ａ）で示されるものを用いることが好ましい。
【００２４】
　光重合性液晶組成物の液晶性単量体成分を構成する化合物（Ｂ）は、複数の重合性官能
基を有し、化合物（Ａ）と共重合可能な多官能アクリレート化合物である。
【００２５】
　光重合性液晶組成物を構成する重合調節剤としては、特に限定されるものではないが、
例えば連鎖移動剤などを用いることができ、具体的には、２，４－ジフェニル－４－メチ
ル－１－ペンテン、１，１－ジフェニルエチレンなどを好ましいものとして用いることが
できる。
　光重合反応は、通常、きわめて迅速に生じて短時間のうちに完結するものであるところ
、このような重合調節剤を含有する光重合性液晶組成物を後述する光重合処理に供するこ
とにより重合転換率を制御することができ、そして、後述するように、配向された状態で
液晶性単量体を光重合させることによって、配向状態のメソゲンに規制された状態で残余
の重合性成分が加熱重合処理に供されることとなり、その結果、生成される特定の液晶共
重合体が、分離幅の大きい、きわめて優れた複屈折性を有するものとなると共に、配向メ
ソゲンにより配向の乱れが小さく抑制されるために、ヘイズ値がきわめて小さく、非常に
高い透明性を有する高分子製光学的ローパスフィルターを得ることができる。
　重合調節剤の使用割合は、液晶性単量体に対して０．０１～５．０質量％、特に０．０
２～１．０質量％であることが好ましい。
【００２６】
　以上のような光重合性液晶組成物は、その屈折率の異方性が０．０７以上となるように
調製されたものであることが好ましい。
　また、光重合性液晶組成物の重合反応性を向上させることを目的として、光重合開始剤
や増感剤を添加してもよい。
　ここに、光重合開始剤としては、例えば、公知のベンゾインエーテル系化合物類、ベン
ゾフェノン化合物類、アセトフェノン化合物類、ベンジルケタール化合物類、ビスアシル
ホスフィンオキサイド化合物類などから選択したものを用いることができる。
　光重合開始剤の使用割合は、光重合性液晶組成物に対して３質量％以下、特に２質量％
以下であることが好ましい。
【００２７】
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターは、その像分離量をＤ（μｍ）、ヘイズ値
をＨ（％）としたときにＨ／Ｄ（％／μｍ）で定義される規格化ヘイズ値が、０．１５以
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下であることが好ましい。
【００２８】
　高分子製光学的ローパスフィルターの像分離量Ｄは、例えば、高分子製光学的ローパス
フィルターについて「ＭＴＦ測定器」（オパール　イメージサイエンス社製）を用いてカ
ットオフ周波数ｆを測定し、式Ｄ＝〔１／（２ｆ）〕×１０００により、求めることがで
きる。
　また、高分子製光学的ローパスフィルターのヘイズ値Ｈは、例えば、濁度計「ＮＤＨ２
０００」（日本電色工業株式会社製）を用いて測定することができる。
【００２９】
　このような高分子製光学的ローパスフィルターは、複屈折性、すなわち屈折率の異方性
が大きいものであることが好ましく、具体的には、屈折率の異方性の下限値は、水晶の屈
折率の異方性（０．００９）より大きい値、例えば０．０１以上、特に、０．０２以上で
あることが好ましく、これにより、小型化が十分に図られ、撮像素子のための光学的ロー
パスフィルターとして好適なものとなる。
　一方、当該屈折率の異方性の上限値は、液晶の安定性などの観点から０．３５以下、特
に、０．３以下であることが好ましい。
【００３０】
　高分子製光学的ローパスフィルターにおける常光線と異常光線との変位距離Ｓは、ＣＣ
Ｄ素子、ＭＯＳ素子などの撮像素子の１画素分程度以下の大きさに設定されることから、
１～２０μｍ、好ましくは１～１０μｍの範囲とされ、これにより、当該高分子製光学的
ローパスフィルターは、撮像素子のためのものとして好適となる。
【００３１】
　常光線と異常光線との変位距離Ｓ、すなわち光学的ローパスフィルターとしての空間遮
断周波数は、高分子製光学的ローパスフィルターを構成する特定の液晶共重合体の屈折率
の異方性、当該特定の液晶共重合体における厚み方向に対する遅相軸の角度すなわち配向
角ψ、および当該特定の液晶共重合体の厚みなどの条件を設定することにより定まる。
　配向角ψは、その絶対値が１０～８０度の範囲、好ましくは２０～７０度の範囲、より
好ましくは３０～６０度の範囲とされる。配向角ψの絶対値が過小または過大である場合
には、必要な特性を得るために当該高分子製光学的ローパスフィルターの厚みを大きくす
ることが必要となる。
【００３２】
　また、高分子製光学的ローパスフィルターを構成する特定の液晶共重合体の厚みは、当
該特定の液晶共重合体の配向角ψおよび屈折率の異方性の程度によって異なるが、通常１
０～２００μｍとされる。高分子製光学的ローパスフィルターの厚みが大きくなると、光
線透過率が低下する傾向があるので、この観点からは厚みが小さいことが好ましい。
【００３３】
　このような高分子製光学的ローパスフィルターは、例えば、以下に詳述するように製造
することができる。
【００３４】
〔成型用複合体の作製〕
＜キャスト用セル＞
　図１は、本発明の高分子製光学的ローパスフィルターを得るための方法を実施するため
に好適に用いられるキャスト用セルの一例の構成を示す説明用断面図である。このキャス
ト用セル１０は、一定の厚みの間隙Ｇを介して２枚の平板状の透明なガラスよりなる成型
用基板１２，１２を互いに対向するよう平行に配置し、その状態で当該２枚の成型用基板
１２，１２の外周面にわたってシール用テープ１４を共通に貼り付けることにより作製さ
れ、内部にシールされた成型用空間が形成されている。
　あるいは、キャスト用セルとしては、例えば、間隙を介して対向する平行に配置された
少なくとも一方が透明な２枚の成型用基板の間にスペーサを配置し、当該２枚の成型用基
板によって区画された成型用空間を有するものを用いることもできる。
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【００３５】
　成型用基板１２，１２を構成する材料としては、有機材料または無機材料を用いること
ができる。
　ここに有機材料の具体例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、
ポリイミド、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、
ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロフルオロエチレン、ポリアリレート、ポリスル
ホン、セルロース、ポリエーテルケトンなどを挙げることができる。また、無機材料の具
体例としては、シリコン、ガラスなどを挙げることができる。
【００３６】
＜光重合性液晶組成物の薄層＞
　図２に示すように、このキャスト用セル１０における成型用基板１２，１２間の間隙Ｇ
よりなる成型用空間内に光重合性液晶組成物を注入して保持させることにより、光重合性
液晶組成物の薄層Ｌが形成された成型用複合体２０を形成する。
　以上において、２枚の成型用基板１２，１２の間の間隙Ｇの大きさは、目的とする高分
子製光学的ローパスフィルターの厚みの大きさに応じて設定され、通常、１０～２００μ
ｍである。
【００３７】
〔配向処理〕
　このようにして得られる、成型用基板１２，１２と光重合性液晶組成物の薄層Ｌとより
なる成型用複合体２０に対して、配向処理が行われる。
　具体的には、図３に示すように、平行磁場が作用されている場において、成型用複合体
２０を、その成型用基板１２の表面が磁力線の方向と特定の角度θをなす方向に伸びる状
態に保持することにより、光重合性液晶組成物の薄層Ｌに平行磁場を作用させ、これによ
り、液晶性単量体の液晶分子Ｍを磁力線の方向と直角な方向に配向させる。
【００３８】
　光重合性液晶組成物における液晶性単量体の液晶分子を配向した状態とする手段として
は、上記のような光重合性液晶組成物に磁力線の方向が特定の方向となるよう平行磁場を
印加することにより液晶分子を配向させる手段が用いられるが、他の公知の手段、例えば
、基板上にプレチルト角を与えるポリイミド膜などよりなる配向膜を形成することにより
液晶分子を配向させる手段などを併用することができる場合もある。
【００３９】
　平行磁場を印加することにより液晶分子を配向させる手段によれば、成型用複合体の面
方向に対する磁力線の方向の角度を制御することにより、光重合性液晶組成物における液
晶分子の配向角を制御することができ、その結果、得られる高分子製光学的ローパスフィ
ルターにおける厚み方向に対する遅相軸の角度を、広い範囲において任意に調節すること
ができる。
【００４０】
　この配向処理においては、光重合性液晶組成物の薄層Ｌに作用される平行磁場の強度は
３テスラ以上とされることが好ましく、特に５テスラ以上であることが好ましい。このよ
うな高い強度の平行磁場は、例えば超伝導磁石を用いた平行磁場処理機構によって形成す
ることができる。平行磁場の強度の上限は特に規定されるものではないが、実際上、２０
テスラ以下が好ましく、より好ましくは１５テスラ以下である。
　配向処理における平行磁場の強さが、３テスラ以上とされることにより、確実に、厚み
が１０～２００μｍであってヘイズ値が１．５％以下である高分子製光学的ローパスフィ
ルターが得られる。
【００４１】
　配向処理を行うための配向処理装置としては、超伝導磁石により平行磁場が形成される
配向処理領域を有する平行磁場形成機構と、この平行磁場形成機構における配向処理領域
を通過するよう移動する搬送機構とを備えてなるものを用い、この配向処理装置において
、前記搬送機構により、成型用複合体を、その薄層が平行磁場の磁力線の方向に対して所
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定の角度で傾斜した状態で当該配向処理領域を通過するよう搬送する方法によって配向処
理を行うことが好ましく、これにより、成型用複合体の薄層における液晶性単量体に対し
て高い効率で所期の配向処理を行うことができる。
【００４２】
　また、この配向処理においては、成型用複合体２０の温度を、光重合性液晶組成物を構
成する化合物（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）の各々が液晶性を示す状態に維持される温度である
室温（例えば２５℃）に維持することが必要である。
【００４３】
　平行磁場の磁力線の方向に対する角度θの大きさは、用途によって適宜設定することが
できるが、４５度またはその近傍であることが好ましい。
【００４４】
　配向処理のために成型用複合体に平行磁場が作用される時間は、光重合性液晶組成物の
液晶分子Ｍが十分に配向された状態が得られるのであれば、特に限定されるものではない
が、例えば１分間乃至１０分間である。
【００４５】
　平行磁場の作用によって液晶分子を配向させる手段によれば、成型用複合体の面方向に
対する磁力線の方向の角度を制御することにより、光重合性液晶組成物における液晶分子
の配向角を十分に制御することができ、その結果、得られる特定の液晶共重合体における
厚み方向に対する遅相軸の角度を、広い範囲において任意に調節することができるので、
好ましい。
【００４６】
〔重合工程〕
　このようにして配向処理がなされた成型用複合体２０の薄層Ｌに対して、紫外線による
光重合処理およびこれに続く加熱重合処理が行われ、これにより、薄層Ｌを形成する光重
合性液晶組成物が重合されて特定の液晶共重合体が得られる。
【００４７】
＜光重合処理＞
　配向処理がなされた成型用複合体２０に対して、例えば紫外線放射ランプよりの紫外線
を、キャスト用セル１０における透明な成型用基板１２を介して薄層Ｌに照射することに
より、光重合性液晶組成物について光重合処理が行われる。
【００４８】
　この光重合処理は、光重合性液晶組成物の重合反応が十分に進行しない条件で行われる
ことが必要であり、その重合の程度は、重合転換率が３０～８０質量％の範囲で止まる程
度とされ、特に４０～７０質量％であることが好ましい。
【００４９】
　光重合性液晶組成物に含有される重合調節剤により上記のような重合転換率が達成され
るが、確実に上記の重合転換率を得るために、光重合処理において照射される紫外線の強
度および／または照射時間を制御する手段を併用することが好ましい。
【００５０】
　また、光重合処理において、成型用複合体に対する紫外線照射条件は、用いられる液晶
性単量体の種類および量、光重合開始剤の種類および量、その他の条件によっても異なる
が、紫外線の強度は例えば１０～３０ｍＷ／ｃｍ2 の範囲において調整されて設定される
ことが好ましく、照射時間は例えば５～３６０秒間の範囲において調整されて設定される
ことが好ましい。
【００５１】
　光重合処理における成型用複合体の温度は、用いられる光重合性液晶組成物における液
晶性単量体の液晶状態が保持される範囲の温度とする必要があるが、できるだけ室温に近
い温度乃至は結晶が析出しない程度の低温を選択することが好ましい。
【００５２】
　以上のようにして光重合処理が行われることにより、成型用複合体２０における薄層Ｌ
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を形成する光重合性液晶組成物はその一部が重合されるが、配向状態の液晶性単量体の液
晶分子が重合されるために、形成されるメソゲンも配向された状態のものとなる。
【００５３】
＜加熱重合処理＞
　以上の光重合処理が終了した成型用複合体２０は、続いて加熱重合処理に供される。こ
の加熱重合処理においては、当該成型用複合体２０を加熱することにより、薄層Ｌにおけ
る残余の重合性成分、すなわち未反応の単量体やオリゴマーが重合され、これにより、硬
化した特定の液晶共重合体が形成される。
【００５４】
　加熱重合処理は、例えば、加熱温度１００～２００℃、加熱時間１～３０時間の条件で
行われることが好ましい。
　この加熱重合処理においては、既に形成されている配向メソゲンによって規制された状
態で残余の重合性成分が重合されるため、この加熱重合処理の後に得られる重合体は、高
い配向状態が維持されたものとなり、その結果、優れた複屈折性を有する高分子製光学的
ローパスフィルターが製造される。
【００５５】
　もし、配向メソゲンが存在しない状態で加熱重合処理が行われた場合には、生成する重
合体成分は、配向の点では全く無秩序な状態のものとなり、その場合には、優れた複屈折
性を示すフィルターを得ることができない。
【００５６】
　上記のようにキャスト用セルを用いる方法によっては、特定の液晶共重合体は、遅相軸
が厚み方向に対して特定の角度をなしたものであって２枚の成型用基板の間に介在したセ
ル複合体の状態で得られる。
　このセル複合体から、両方の成型用基板を除去することにより、特定の液晶共重合体を
単独で取り出すことが可能であり、この特定の液晶共重合体はそのままで、または他の適
宜の部材と共に、光学機器に、高分子製光学的ローパスフィルターとして適用することが
できる。
　また、このセル複合体は、そのままで光学的ローパスフィルターとして適用することが
できる。
　あるいは、上記のセル複合体から一方の成型用基板を除去することにより、特定の液晶
共重合体と成型用基板とが積層された積層体が得られるが、この積層体を、そのままでま
たは他の適宜の部材と共に、光学機器に、高分子製光学的ローパスフィルターとして適用
することができる。
【００５７】
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターは、単体でまたは必要に応じて複数枚重ね
て用いることができる。また、セル複合体や積層体もその複数を積重して用いることが可
能である。
【００５８】
　このような高分子製光学的ローパスフィルターやその複合体を、例えば視感度補正用フ
ィルターの表面に積層することにより、それぞれの機能の両方を備えた複合光学フィルタ
ーを得ることができる。
　この複合光学フィルターに用いられる視感度補正用フィルターとしては、ガラス製また
はプラスチック製のものを用いることができる。
　ガラス製の視感度補正用フィルターとしては、例えば、リン酸ガラスに銅イオンが導入
されたもの（ＨＯＹＡ社製、Ｃ－５００Ｓ，Ｃ－５０００など）、その他が挙げられ、プ
ラスチック製の視感度補正用フィルターとしては、例えば、リン酸基含有アクリル系単量
体およびこれと共重合可能な単量体からなる混合単量体を重合して得られる共重合体と、
銅塩を主体とする金属塩とからなる光学フィルター（特開平６－１１８２２８号公報参照
）が挙げられる。また、ガラスやプラスチックよりなる基板上に真空蒸着法やスパッタリ
ング法により形成される無機多層膜による干渉フィルターなども挙げられるが、これらに
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限定されるものではない。
【００５９】
　また、本発明の高分子製光学的ローパスフィルターやその複合体に対し、適当な補正板
を組み合わせることにより、被写体光の常光線と異常光線の強度が同等となる特性の複合
光学フィルターを得ることができる。このような補正板としては、一般的な１／４波長板
を用いることができるが、非偏光のものとするために偏光解消板を用いることも有効であ
る。これらの波長板としては、通常、水晶板が用いられるが、ポリカーボネートやポリビ
ニルアルコールなどの高分子製のものを用いることもできる。
【００６０】
　高分子製光学的ローパスフィルターやその複合体、補正板および視感度補正用フィルタ
ーの複数のものを積層して一体化するためには、積層界面を接着剤または粘着剤を用いて
固定することが好ましく、これにより、積層界面の空気層での入射光線の反射が防止され
、その結果、ゴーストの発生が防止されると共に、撮像素子へ入射する光量を確保するこ
とができる。
　このような接着剤としては、熱硬化型ものまたは光硬化型のものであって、優れた光透
過性を有するもの、例えば、エポキシ系接着剤、ウレタン系接着剤またはアクリル系接着
剤などの接着剤を用いることが好ましい。また、粘着剤としては、耐候性の観点からアク
リル系のものを用いることが好ましい。
【００６１】
　また、高分子製光学的ローパスフィルターおよび複合光学フィルターの光線透過率をさ
らに高めるために、必要に応じて、これらのフィルターの被写体光線が通過する２つの面
の一方若しくは両方に、真空蒸着法、デイッピング法などにより無反射コーティング層を
形成することができる。
【００６２】
　本発明の高分子製光学的ローパスフィルターは、重合調節剤を含有する特定の光重合性
液晶組成物により得られる特定の液晶共重合体よりなるものであることにより、この特定
の光重合性液晶組成物の液晶分子を配向させた上で光重合処理および加熱重合処理によっ
て重合することにより、優れた複屈折性を有すると共に、１０～２００μｍの厚みにおい
てヘイズ値が１．５％以下であるという、きわめて小さくて十分に高い透明性を有するも
のである。
　従って、この高分子製光学的ローパスフィルターは、従来使用されている水晶製の光学
的ローパスフィルターに比べて、非常に軽量で、厚みが小さいものとすることができ、従
って、ビデオカメラなどのＣＣＤ素子、ＭＯＳ素子などの撮像素子を利用した機器の小型
化、軽量化に大きく寄与することができるものである。
【実施例】
【００６３】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこれらによって限定されるもので
はない。
　なお、以下の実施例において、「部」は「質量部」を意味する。
【００６４】
＜実施例１＞
　下記の化合物Ａ１（アクリル酸トランス－４－（４－プロピルシクロヘキシル）フェニ
ル）と、化合物Ｂ１－ａ（４－［３－（プロペノイルオキシ）プロピルオキシ］安息香酸
２－［４－〔４－｛３－（プロペノイルオキシ）プロピルオキシ｝ベンゾイルオキシ〕フ
ェニル］エチル）および化合物Ｂ１－ｂ（４－［６－（プロペノイルオキシ）ヘキシルオ
キシ］安息香酸２－［４－〔４－｛６－（プロペノイルオキシ）ヘキシルオキシ｝ベンゾ
イルオキシ〕フェニル］エチル）が質量比で２４．７５：３０．２５の割合で混合された
組成物Ｂ１と、化合物Ｃ１（４－［６－（プロペノイルオキシ）ヘキシルオキシ］安息香
酸４－エチルフェニル）とを質量比で４０：５５：５の割合で混合してなる液晶性単量体
成分１００部に、光重合開始剤ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－ト
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リメチルペンチルフォスフィンオキシド１部と１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ
トン３部との混合物（商品名「イルガキュア１８００」チバ・スペシャルティ・ケミカル
ズ社製）０．５部、および重合調節剤２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン０
．２部を添加し、溶解することにより、光重合性液晶組成物を調製した。
　縦４０ｍｍ、横４０ｍｍ、厚さ３ｍｍの透明ガラス板２枚を、０．２ｍｍの間隔で平行
に保持し、周囲を共通にテープによりシールすることにより作製したキャスト用セルを予
め温度４０℃に温めておき、これに上記光重合性液晶組成物を注入し、注入口をテープで
封止することにより成型用複合体を作製し、この成型用複合体を遮光した条件で温度７０
℃に加温した。
【００６５】
　加温した上記の成型用複合体を、１０テスラの平行磁場が発生している平行磁場形成機
構におけるセル台上に、磁力線に対してガラス面が４５度の角度となる状態で支持し、温
度が２０℃になるように冷却しながら４分間保持することにより、配向処理を行った。
　その後、超高圧水銀灯から紫外線を１２ｍＷ／ｃｍ2 のエネルギー強度で６０秒間照射
することにより、光重合処理を行った。
【００６６】
　一方、上記の操作によって得られる重合処理結果物の重合転換率を求めるために上記と
全く同一の操作を行い、光重合処理により得られた参照用フィルムについて、その重合転
換率を求めたところ５５質量％であった。
【００６７】
　光重合処理により得られた成型用複合体を平行磁場形成機構より取り出してオーブンに
入れ、１０分間で４５℃に昇温した後に３０分間で１７０℃まで昇温し、更に５時間の間
この温度に保持することにより、加熱重合処理を行った。その後、成型用複合体の温度を
室温に戻し、ガラスセルを分解して厚さ２００μｍの重合体膜１を得た。
　この重合体膜１について、その複屈折性を示す像分離量Ｄを求めたところ２．５μｍ、
またヘイズ値Ｈを求めたところ０．２５％であって、規格化ヘイズ値は０．１％／μｍと
なり、透明性に優れたフィルムが得られた。
【００６８】
　以上において、重合体膜について像分離量Ｄは次のようにして求めた。すなわち、重合
体膜について「ＭＴＦ測定器」（オパール　イメージサイエンス社製）を用いてカットオ
フ周波数ｆを測定し、式Ｄ＝〔１／（２ｆ）〕×１０００により、像分離量Ｄ（単位：μ
ｍ）を求めた。
　また、ヘイズ値Ｈは、濁度計「ＮＤＨ２０００」（日本電色工業株式会社製）を用いて
測定した。
【００６９】
　重合転換率は、光重合処理により得られた重合体膜をガラス板から剥離してその重量Ｗ

0 を測定し、これを、容器ａに入れた５０ｍｌのアセトンに浸漬し、重合が進まない温度
－４０℃で１２時間保管した後に重合体膜を取り出し、容器ａに残ったアセトンを減圧下
で蒸発させて残渣を濃縮乾固した。次いで、別の容器ｂに重合体膜を入れ、５０ｍｌのア
セトンを加えて－４０℃で１２時間保管した後に重合体膜を取り出し、残ったアセトンを
容器ａに移した後に減圧下でアセトンを蒸発させ、残渣を濃縮乾固した。更に容器ｂに重
合体膜とアセトン５０ｍｌを加えて室温で１２時間放置した後に重合体膜を取り出し、残
ったアセトンを容器ａに移し、アセトン減圧下で蒸発させ残渣を濃縮乾固した。
　このようにして得られる残渣が入った容器ａの重量（Ｗ1 ）を測定した。そして、重合
転換率Ｔｐを式：Ｔｐ＝（Ｗ0－Ｗ1 ）／Ｗ0 により求めた。
【００７０】
　重合転換率が低くてガラス板から重合体膜として剥離できない試料については、ガラス
板の一方を除去した後に、他方のガラス板と一体のままで重量（Ｗt ）を測定し、上記と
同様の操作を行うことにより、残渣の測定を行った。初期重量Ｗ0は、抽出後のガラス板
から残存する樹脂成分を洗い流した後に他方のガラス板の重量（Ｗg ）を測定し、式：Ｗ
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0 ＝Ｗt－Ｗg から求めた。
【００７１】
【化３】

【００７２】
＜比較例１＞
　重合調節剤２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン０．２部を添加しなかった
こと以外は、実施例１と同様にして光重合性液晶組成物を調製した。この光重合性液晶組
成物を用いて実施例１と同様にして成型用複合体を作製し、同様の条件で配向処理および
光重合処理を行った。
　一方、同一の操作を行い、光重合処理により得られた参照用フィルムについて、その重
合転換率を求めたところ１００質量％であった。
【００７３】
　光重合処理により得られた成型用複合体について、実施例１と同様の条件で加熱重合処
理を行い、厚さ２００μｍの比較用重合体膜１を得た。
　このようにして得られた比較用重合体膜１について、その複屈折性を示す像分離量Ｄを
求めたところ８．３μｍであり、またヘイズ値Ｈを求めたところ１．８％で規格化ヘイズ
値は０．２２％／μｍであった。
【００７４】
　以上の結果から、本発明に係る実施例１の高分子製光学的ローパスフィルターは、優れ
た複屈折性を有すると共に、ヘイズ値が十分に小さいものであることが明らかである。
　これに対して、比較例１の重合調節剤を含有しない光重合性液晶組成物による高分子製
光学的ローパスフィルターは、複屈折性は高いもののヘイズ値が十分に小さいものとなら
ないことが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の高分子製光学的ローパスフィルターを得るための方法に用いられるキャ
スト用セルの一例の構成を示す説明用断面図である。
【図２】図１のキャスト用セルにより形成された成型用複合体を示す説明用断面図である
。
【図３】光重合性液晶組成物における液晶性単量体の液晶分子の配向処理についての説明
図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０　キャスト用セル
　１２　成型用基板
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　Ｇ　間隙
　Ｍ　液晶分子
　１４　シール用テープ
　Ｌ　光重合性液晶組成物の薄層
　２０　成型用複合体

【図１】

【図２】
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